
① 担当委員が申出人から直接お話を伺い
ます。

② 事業者や関係者の調査を行い、事実関
係等を明らかにします。

③ 調査結果をふまえ、改善の申入れや
話合いの設定等を行います。

④ 結果を申出人に報告します。

ご相談は基本的にお電話で受け付けています。
そうだん　　きほんてき　　　　でんわ　　 う　　　つ

午前10時～午後4時
ご　ぜん　　　　 じ　　　 　ご　 ご　　　じ



※介護保険によるサービスは、原則として各区市町村の介護保険所管課または東京都国民健康保険団体連合会（℡ 03-6238-0177）が対応します。
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